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令和４年７月１３日
経済産業省 産業保安グループ

鉱山・火薬類監理官付

鉱業労働災害防止計画
「第１３次計画」の実施状況

及び
「第１４次計画」の策定方針

について
（危害防止の取組状況）
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1.鉱業労働災害防止計画の位置づけ

• 鉱業労働災害防止計画は、労働安全衛生法第６条（労働災害防止計画）及び第
１１４条（鉱山に関する特例）第１項に基づき、鉱山における労働災害の防止のため
の主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定める計画とし
て、経済産業大臣が中央鉱山保安協議会の意見を聞き策定するもの。

• 計画では、期間中の鉱山における労働者の死亡・重傷・軽傷等の罹災の発生を防止す
るための目標や、目標を達成するための鉱業権者、鉱山労働者等の関係者や国の具体
的な取り組みを定める。

• 昭和３３年の第１次計画の策定以降、５年間毎に計画を策定しており、現在は第１
３次計画期間中（平成３０年度～令和４年度）。

＜根拠規定＞

○労働安全衛生法
（労働災害防止計画の策定）
第６条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関
し重要な事項を定めた計画（以下「労働災害防止計画」という。）を策定しなければならない。

（鉱山に関する特例）
第１１４条 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安（衛生に関する通気
及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。）については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策
審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。















＜参考＞鉱山保安マネジメントシステムの導入促進（チェックリストによる自己点検）

（１）リスクアセスメントに対する経営トップの責任表明
Ｑ１：経営トップは、鉱山労働者に対し自らの意思としてリスクア
セスメントの重要性を表明し、これを推進するための経営資源
（組織・予算等）を整備しているか。

（２）リスクアセスメントの実施時期
Ｑ２:法令で定めた施業案変更等のとき以外にも、リスクアセスメン
トを実施しているか？

（３）情報の入手
Ｑ３：リスクアセスメントを実施するに当たり、対象作業・作業場
所に関する情報を入手しているか？

（４）リスクの特定と鉱山労働者の参画
Ｑ４：入手した情報から保安を害する要因（リスク）について鉱
山労働者を交えて特定しているか？

（５）リスクの見積もりと鉱山労働者の参画
Ｑ５：特定したリスクの大きさについて鉱山労働者を交えて見積
もっているか？

（６）リスクの優先度設定と低減措置の検討
Ｑ６：見積られたリスクに対して、対策の優先度を設定するととも
に、リスク低減措置を検討しているか？

（７）リスク低減措置の実施と効果の評価・見直し
Ｑ７： リスク低減措置を設定した優先度に従い実施し、その実
施状況を確認しているか？

Ｑ８：実施したリスク低減措置による効果を評価しているか？
Ｑ９: 実施したリスク低減措置による効果の評価結果に基づき、
措置の見直しを行っているか？

（８）保安方針
Ｑ10: 経営トップは、保安方針を表明しているか？
Ｑ11: 保安方針について、鉱山労働者に浸透するよう取り組んでいる
か？

（９）保安目標
Ｑ12: 保安目標を設定しているか？
Ｑ13: 保安目標を達成するために十分な環境整備が行われているか？
Ｑ14：経営トップは保安目標の達成が自らの責務であることを認識して
いるか？

（10）保安計画の策定
Ｑ15：保安目標を達成するために、保安計画（年間計画）を策定し
ているか？

Ｑ16：保安計画の各取組に対して目標（期待される効果等）を検討
しているか？

（11）保安計画の鉱山労働者への浸透
Ｑ17：保安計画が現場の鉱山労働者まで浸透し、一丸となって実行さ
れるような仕組みになっているか？

（12）保安計画の実施状況の確認
Ｑ18：保安計画は、その取組が予定どおり実施されているか確認できる
ようになっているか？

（13）保安計画の実行・確認・結果の反映
Ｑ19：保安計画を実行し、その進捗状況を定期的に確認し、その結
果を評価改善内容の検討につなげているか？

（14）保安目標、保安計画及びマネジメントシステムの振り返り
Ｑ20：保安目標（保安計画）について振り返り（評価・改善）を
行っているか？

Ⅰ リスクアセスメント等に係る点検評価［チェックリストⅠ］ Ⅱ マネジメントシステムに係る点検評価［チェックリストⅡ］

８



令和４年 ７月：中央鉱山保安協議会①
※中央鉱山保安協議会終了後、大臣から中央鉱山保安協議会会長に対し諮問。

８月～：中央鉱山保安協議会専門委員（研究会）にて検討開始（全３～４回程度）。

１１月：中央鉱山保安協議会② （答申とりまとめ） ※審議状況に応じて、追加開催。

関係省庁との協議

令和５年 １月：中央鉱山保安協議会③ （第１４次計画の告示案に係る審議）

４月：第１４次計画開始

７．第１４次計画の策定について

（１）策定方針について
• 第13次計画の対策事項の実施状況を評価しその結果をもとに第14次計画の策定を行
う。

（２）今後のスケジュールについて
• 経済産業大臣の諮問を受け、中央鉱山保安協議会にて審議。
• このため危害防止に詳しい専門家として、中央鉱山保安協議会専門委員を任命し、こ
の専門委員を中心とした研究会において、10月末頃までを目途に検討を行う。

• この検討をもとに、中央鉱山保安協議会において、第14次計画策定に向けた答申案を
審議。

９



特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針
「第５次基本方針」の実施状況

及び
「第６次基本方針」の策定方針

について

令和４年７月１３日
経済産業省産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付
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○現行規制の強化に対して、基準達成の可能
性等を検討。必要に応じて、暫定基準の延長、
関連省令等を改正。
○義務者不存在鉱山の規制基準の弾力的運
用及び無処理放流でも下流の環境基準等がク
リアできる鉱山では、下流影響に関するデータの
蓄積・把握を行った上で地元理解を得ることによ
り処理の終了を目指す。

○技術指針改正に基づく一斉点検の実施
改正技術指針に基づいた一斉点検の実施を周
知。本点検により危険な集積場の抽出を行うとと
もに、対策が必要となった集積場については、早期
の安定化対策を実施。
○点検及び安定化対策工事の支援
義務者不存在鉱山については補助事業制度、
義務者存在鉱山については鉱害防止融資制度
等により対策工事等の支援を実施。
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○［調査、研究］
新技術の導入～パッシブトリートメント等坑廃水処理コストの削減技術開
発に重点的に取り組むとともに、コスト削減効果のある技術の導入を目指す。
＜関連する事業＞
ⅰ）休廃止鉱山におけるグリーン・レメディエーションの調査研究事業
ⅱ）休廃止鉱山における坑廃水処理の高度化調査研究事業

４）耐震対策等リスク対応３）利水点等管理、排水基準の規制強化への対応

２）坑廃水処理の終了、更なるコストの削減

○第４次基本方針からの継続案件、未着手案件のほか、老朽
化に伴う坑廃水処理施設の更新や集積場に係る技術指針の
改正に伴う耐震対策工事の新たな案件等について、必要な支
援措置（財源確保等）を行う。
＜関連する支援措置＞
ⅰ）休廃止鉱山鉱害防止工事等工事費補助金
ⅱ）休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事
業費補助金
ⅲ）鉱害防止資金及び鉱害防止負担金資金の融資制度

１）鉱害防止工事の早期完了

第5次基本方針のポイント（鉱害防止事業の計画的な実施を図るために必要な事項）

○民間資格制度の導入
坑廃水処理施設を有する鉱山にお
いて、鉱山保安法上選任が必要な
「作業監督者」の資格については、一
般法の公害防止管理者（水質）の
ほか、民間資格制度の導入により、
必要レベルの教育を受けた者も坑廃
水管理者として従事できる。
当該資格にかかる認定は毎年1回実
施。

５）坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応

２．第５次基本方針に係るこれまでの取り組み







２．第５次基本方針に係るこれまでの取組み
１）鉱害防止工事の早期完了

 元山鉱山（補助事業者：岡山県備前市）の老朽化した坑廃水処理施設（野谷処理場、昭
和37年設置）を高効率化するための改修（省エネルギー改修）事業を令和２年度から開始。

 事業期間：令和２年度～６年度
 令和４年度予算額：３１８,７５０千円（事業規模では４２５,０００千円）
 エネルギー削減量：１０％程度を想定
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（１）策定方針について

• 第5次基本方針の対策事項の実施状況を評価しその結果をもとに第6次基本方針の策定を
行う。

（２）今後のスケジュールについて

• 経済産業大臣の諮問を受け、中央鉱山保安協議会にて審議。
• このため金属鉱業等鉱害防止部会に付託し、10月末頃までを目途に検討を行う。
• この検討をもとに、中央鉱山保安協議会において、第6次基本方針に向けた答申案を審議。

３．第６次基本方針の策定について
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令和４年 ７月：中央鉱山保安協議会①
※中央鉱山保安協議会終了後、大臣から中央鉱山保安協議会会長に対し諮問。

８月～：中央鉱山保安協議会金属鉱業等鉱害防止部会にて検討開始（全３～４回程度）。

１１月：中央鉱山保安協議会② （答申とりまとめ） ※審議状況に応じて、追加開催。

関係省庁との協議

令和５年 １月：中央鉱山保安協議会③ （第６次基本方針の告示案に係る審議）

４月：第６次基本方針開始





休廃止鉱山インフラのレジリエンス強化に関する取組状況

 背景
令和元年10月に襲来した台風19号の影響で、一部の鉱山において、停電、薬剤等の資材搬入
に利用する道路の崩落などが発生し、坑廃水処理施設の機能維持が困難となる事態が発生。中
央鉱山保安協議会（令和２年２月）において、今後の対応方針等を議論。

 事業者の取組
坑廃水処理を必要とする休廃止金属鉱山等のレジリエンス強化（鉱山毎の復旧対策・手順の
計画策定、設備・資材等の確保等）のため、事業者は、業界団体において定めた改善方針の下、
鉱山毎（54鉱山）にアクションプランを策定し、レジリエンス強化の取組を実施中。

 国の取組（事業者の自主的取組に対する支援）
これまでのべ21鉱山（令和元年度補正予算：14鉱山、令和2年度補正予算：３鉱山、令和
３年度補正予算：4鉱山）に対し、非常用発電機燃料タンクの増設（停電時の稼働時間の延
長）や薬剤貯蔵タンクの増設（道路不通時の稼働日数の延長）等に要する費用を支援。
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○今後の対応方針
 今回のレジリエンス強化の取組（３年間）によって、自然災害による停電、交通遮断が発生した場合に
あっても、非常用発電機等を活用することで、最低３日間は坑廃水処理を継続する体制が概ね確立。

 今後はこの体制を維持、向上させていくことが不可欠であり、引き続き、自主保安体制の下、国・事業
者・自治体が連携し、取組を進めていく。

資料2-2


